
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人泉国三郎の上告理由について。

原判決の適法に確定した事実によれば、本件土地はもと訴外Ｄの所有で、昭和二四

年五月以降訴外Ｅに賃貸され、Ｅは右地上に本件建物を所有していたが、昭和二六

年一一月右建物を上告人に売渡した上、同年一二月本件土地を所有者Ｄに合意返還

し、Ｄはこれを昭和二七年三月一七日被上告人両名に売渡したものであるところ、

上告人は、前記の如く本件建物を買受けた当時は勿論その後においても、本件土地

につきＥから転貸又は賃借権譲渡を受け或はＤ又は被上告人等から改めて賃借した

という事実は認め難い、というのである。

　従って、論旨の（１）及び（２）は、右事実認定を非難するものでなければ、原

審の認定に副わない事実を前提して所論の各法律の適用あるべきことを主張するも

のであり、また、論旨の（３）は独自の見解にもとずき原審の適正な判断を攻撃す

るにすぎないのであつて、いづれも採用に値しない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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